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１．はじめに 

 2019年 1月 7日、USPTOは、"2019 Patent Eligibility Guideline"を発表した。連邦

最高裁判所判決（Alice Corp. v. CLS Bank International (2014)）によって特許適格

性が厳しく判断されていたが、"2019 Patent Eligibility Guideline"が発表されるなど、特

許適格主題は以前よりも緩やかに判断されるようになった。 

 

 しかしながら、多くの実務家が指摘するように、USPTO審査にはバラツキが多く、すべ

ての審査が"2019 Patent Eligibility Guideline"通りに行われるとは考え難い。実務家は、

101条違反を受けた場合に効率的に対処する術を知っておくべきであろう。 

 

 2019年 12月 11日、USPTOは、特許審判部（PTAB：Patent Trial and Appeal Board）

での 3件の審決を"Informative"と認定した。そのうちの 1件では、"2019 Patent Eligibility 

Guideline"に基づいて審査官の認定が覆されている。この件に関し、以下に詳細に説明す

ると共に、実務上留意すべき事項について説明する。 
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